
N
P
O

訴
を
市
に
働
き
掛
り
た
い
」

自
民
市
議
団
政
調
費
は
不
適
正

林
文
子
市
長
は
「
主
張
の

一
部

が
認
め
ら
れ
ず
残
念
だ
」
な
ど

と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
(
報
道
部
)

制
万
返
‘

年
の
政
語
調
査
慢
の
う
一
が
本
人
に
代
わ
り
、
市
政
報
告
-

返
還
を
請
求
す
る
よ
う
命
り
一
ち
、
広
報
誌
費
の

一
部
や
、
市
一
文
書
の
発
送
費
な
ど
を
支
払
っ

た

。

一

議

の

個

人

後

擾

会

が

支

出

し

て

↑

て

い

た

ケ

l
ス
も
3
人
お
り
、

横
浜
市
議
会
の
政
務
調
査
一
支
出
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
内
一
る
広
報
誌
関
連
。
判
決
で
は

君主

を
め
ぐ
り
、
自
民
党
と
公
明
党
一
容
に
踏
み
込
ん
で
不
適
正
支
出
一
あ
る
議
員
の
ケ 

ス
に
つ
い
て

の
両
市
議
団
の

「広
報
費
」
支
一
を
認
定
し
た
ケ
!
ス
は
全
国
で
一
「
議
会
や
施
策
な
ど
の
広
報
活

出
は
違
法
と
し
て
、
横
浜
市
長
一
も
少
な
い
」
と
し
て
い
る
。

命一
動
と
し
て
意
善
が
あ
る
の
は
紙

に
約
4
4
0
0万
円
を
返
還
さ
一
判
決
は
、
政
蔀
調
査
費
を
広
一
面
の
4
分
の
l
e
ほ
か
は
議
員

せ
る
よ
う
に
求
め
た
住
民
訴
訟
一
報
賞
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
自
一
の
経
置
を
紹
介
す
る
記
事
が
載

じな

の
判
決
で
、
横
浜
地
裁
汽
佐
村
一
体
は
適
法
と
認
定
し
た
。
し
か
一
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
一

l

浩
之
裁
判
長
)
は
9
目
、
自
民
一
し
、
自
民
党
市
議
6
人
の 
2
0
一
ま
た
、
市
議
の
個
人
後
援
会
一

る被

党
市
議
団
に
約
3
3
0万
円
の
一 

0
5

横浜地裁

法
人
市
民
オ
ン
プ
ズ
一
い
た
ケ
!
ス
な
ど
計
約
3
3
0
一
判
決
は
「
支
出
が
議
員
で
な
い

マ
ン
お
か
や
ま
代
表
幹
事
で
、
一
万
円
分
は
「
基
準
に
合
致
し
な
一
以
上
、
広
報
費
と
認
定
で
き
な

政
蔀
調
査
費
訴
訟
に
詳
し
い
光
一
い
」
と
レ
た
コ
公
明
党
市
議
団
一
い
」
と
し
た
。

成
車
明
弁
謹
士
は

「政
治
活
動
一
の
支
出
に
つ
い
て
は
「
違
法
と
一
広
報
誌
関
連
で
支
出
が
不
当

と
議
員
活
動
の
線
引
き
が
離
し
一
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た 
4

一
と
さ
れ
た
自
民
党
市
議
の

一
人

い
中
で
使
わ
れ
て
い
る
の
が
広
一
不
適
正
支
出
の
中
で
最
も
多
一
は
「
裁
判
所
の
認
定
し
た
広
報

報
質
。
裁
判
所
が
政
務
調
査
費
一
か
っ
た
の
は
、
議
員
が
発
行

一活
動
の
恒
囲
は
狭
す
ぎ
る
。
控


